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新型コロナウイルス感染症の対応変更点 

○出席停止期間 

 発症した後 5日かつ症状が軽快した後 1日を経過するまで。（この 2つを満たす） 

・発症日（無症状の場合は検体採取日）を、０日目とする。 

・発症日とは発熱、咳、咽頭痛、鼻水などの症状が出始めた日。受診した場合は医師が発症日を特定する。 

・症状軽快とは解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあること。 

・新型コロナウイルス感染症とインフルエンザに同時に感染した場合は、両方の出席停止期間の基準を満た

す。 

 （インフルエンザ出停期間は発症した後 5日を経過し、かつ解熱後 2日を経過するまで） 

○新型コロナウイルス感染症の陽性が判明した際の対応・手順 

 ・医療機関受診 

① 医師に発症日および登校可能予定日を確認し、速やかに学校へ連絡をする。 

② 医師に確認した発症日を療養報告書（HPに掲載）に記入する。 

③ 療養中は検温および健康観察を行い、症状軽快日を療養報告書に記入する。 

④ 出席停止期間の基準を満たしたら、登校再開日を療養報告書に記入し、登校時に担任へ提出する。 

 ・自己検査を行い自宅療養する場合（市販の抗原検査キットを使用する場合は国が承認した「体外診断用医

薬品」または「第 1類医薬品」の表示があるものを使用） 

① 陽性が判明したら速やかに学校に連絡する。 

② 発症日（無症状の場合は検体採取日）を療養報告書に記入する。 

③ ・④は医療機関受診と同じ 

○生徒の発熱等体調不良時の外来受診について（別紙参照） 

 

 

本校での今後の感染対策 

・健康観察表は 6 月からなしに変更。ただし体調の確認はする。体調不良の場合はなるべく病院受診を勧め

る。 

・マスクは基本的にはつけなくてよい。発症後や咳くしゃみ等の出る場合、医療機関受診の時は着用を心が

ける。 

・教室の換気は今まで通り、対角線上に窓を開け換気する。 

・こまめに、丁寧な手洗いは今まで通り徹底する。 

・人との距離はなるべく保ち、大声での会話は控える。 

・向かい合って食事をする場合は、距離をとるよう工夫する。 


